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　２００７年９月に最高裁第二小法廷は東京･新潟訴訟
に、また、同年１０月に第三小法廷は広島訴訟に対して
上告を棄却する旨の判決を言い渡しました。この裁判は、
重い障害のため生活するのに困難をかかえている学生無
年金障害者が、他の人と同じく障害基礎年金を支給して
ほしいという、憲法１４条からくる切実な要求にもとづ
くものであり、１９９１年までの成人学生を強制加入と
せず任意加入制度に置き、長年に亘り救済措置を講じな
かった立法不作為、国家賠償責任を求めた裁判です。

■　最高裁が上告棄却した理由は次の６点です。いずれ
も合憲である、違憲ではないとする理由になりえない、
杜撰かつ不当な判決です。 ※印は私たちの主張です。

１、学生は収入がないので、年金制度への加入能力がない。
※ 学生に収入がないことについは、保険料の「免除制度
や特例納付制度」を設けることで解決できた。

２、学生は重い障害を負う確率が低い。
※ 障害を負う確率が低いというが、制度からもれる者が
たった一人でもあれば、それを救済するのが憲法の理念
である。
※ 無年金者がうまれない仕組みづくりを怠った国の責
任が問われるのは当然のこと。当時の制度設計でも毎年
６０人程度の無年金障害者の発生が見込まれている。

３、２２歳からは他の年金制度に加入できる。
※ 学生が卒業後に被用者年金などに加入することとなっ
ていても、学生期間中に発生した障害に対する所得保障
が必要ないとする根拠にならない。

４、いくら２０歳を超えて年金制度に加入しても、障害
を負う確率は低い。
※ 障害によって稼得能力を失う危険に備えるために、保
険料納付の負担に見合う程度の実益が常にあるとは言え
ないというのは学生に限ったことではなく、２０歳以上
の学生を国民年金法の適用除外する理由にはならない。

５、学生を年金制度に加入させたら、保護者の経済負担
が大きくなる。
※ 経済的負担については、保険料の免除制度、特例納付
制度を設けることによって解決できた。

６、障害者基本法、生活保護法による救済措置がある。
※ 平成元年法改正当時には、そもそも障害者基本法は存
在していないので理由にならない。
また、憲法１４条に違反しない理由として、生活保護制
度という全く別 の救貧制度があることを理由にするのは
論外です。

■　２０歳以上の学生に対する無拠出制の障害年金を支
給しないことについては、以下の３つの理由より、違憲
でないとしています。

① 無拠出性の年金は、拠出制の年金の場合に比べて更に
　 広範な裁量を有している。
② 初診日において２０歳以上の学生であるものは任意加
　 入によって国民年金の被保険者となる機会を有してい
　 た。
③ 障害者基本法、生活保護法等による諸施策が講じられ
　 ていること等をも勘案すると、無拠出性の年金を支給
　 する旨の規定を設けるなどの所論の措置を講じるかど
　 うかは立法府の裁量の範囲に属する。

　以上を最高裁判決の根拠としていますが、学生は稼得
能力がなく、保険料拠出が困難という立法理由と、学生
は２０歳前障害者と異なり保険料を拠出して任意加入す
ることができたという他方の立法理由は相互に矛盾して
いるなど、それぞれ根拠に乏しいものといえます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　２０年の長期にわたって学生無年金障害者を最後まで
放置してきた国の無為無策を追認し、憲法を守り国民の
基本的人権を保障するという最高裁の役割を放棄し、少
数者の人権を擁護するという司法の果たす役割に背を向
けたのです。

　現在、札幌・盛岡 (精神 )・東京（精神）・京都 (身体・精神 )・
岡山・大阪 ( 身体・精神 ) の学生無年金障害者訴訟が最
高裁係属中ですが、国際障害者年における完全参加と平
等保障の趣旨にもとづいて、公正にして妥当な判決を下
すことを期待するとともに、今後とも障害基礎年金の支
給を求めてたたかい続けていく決意です。
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